
　　　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　１　原判決主文一項２を次のとおり変更する。
　　　　　(1)　控訴人は，被控訴人に対し，２０万５８００円及びこれに対する平
成８年１０月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　　　　(2)　被控訴人のその余の請求を棄却する。
　　　　２　控訴人のその余の控訴を棄却する。
　　　　３　訴訟費用は第１，２審とも控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　申　　立
　１　控訴の趣旨
　　(1)　原判決を取り消す。
　　(2)　被控訴人の請求を棄却する。
　　(3)　被控訴人は，控訴人に対し，金４９６０万０８１５円及びこれに対する平
成７年３月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　　（控訴人は，当審において，上記のとおり請求を減縮した。）
　　(4)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　　(5)　仮執行宣言
　２　控訴の趣旨に対する答弁
　　(1)　本件控訴を棄却する。
　　(2)　控訴費用は控訴人の負担とする。
第２　事案の概要
　　　被控訴人は，本訴として，控訴人に対し，後記１(1)の交通事故（以下「本件
事故」という。）に関し，損害賠償義務を負担しないことの確認及び民法７０９条
に基づき同事故により被った車両損害の賠償を求め，控訴人は，反訴として，被控
訴人に対し，自賠法３条又は民法７０９条に基づき同事故により被った人身損害の
賠償を求めた。
　　　原審は，本件事故は双方の過失により発生したものであるが，控訴人の被っ
た損害は既払によりてん補されていると判断し，被控訴人の請求（車両損害の賠償
を含む。）を認容し，反訴請求を棄却したので，過失相殺割合，損害額の認定等を
不服として控訴人が控訴した。
　１　前提事実
　　(1)　本件事故の発生
　　　　被控訴人は，平成７年３月４日午後９時４２分ころ，父親が所有する普通
乗用自動車（以下「被控訴人車」という。）を運転し，庄原市Ａ町Ｂ番Ｃ所在のＤ
前の交差点（以下「本件交差点」という。）において国道１８３号と交差する道路
（最高速度時速５０キロメートルの速度規制がある。）を北から南に向かい進行中
に，同交差点内において，同道路を南から進行し同交差点を右折していた控訴人が
運転する普通乗用自動車（以下「控訴人車」という。）と衝突した。
　　(2)　控訴人は，本件事故により傷害を負い，Ｅ病院等において通院冶療を受け
た。
　　(3)　控訴人は，本件事故に関し，被控訴人車について契約されていた自賠責保
険及び任意保険から，平成１０年２月１３日までに合計３５６万９４０５円の支払
を受けた。
　２　争点
　　(1)　本件事故は被控訴人の過失のみにより発生したものか。そうでないとする
と，控訴人の過失割合はいくらか。
　　（控訴人の主張）
　　　　控訴人は，信号機により交通整理の行われている本件交差点の手前で信号
が青に変わるのを待って右折すべく待機し，その際，控訴人車の前には右折のため
に停止していたパトカー１台及び軽４輪車１台がいた。控訴人は，対面信号が青に
変わったため，前２台の車に続いて交差点内に進入し，直進車を確認するため一時
停止したところ，被控訴人車を前方７０メートルの距離に確認したので，安全に右
折できると判断して右折した。ところが，被控訴人車が時速約１２０キロメートル
の高速度で進行して来て，控訴人車との衝突を避けるため左にハンドルを切ったた
め，控訴人車の左側面前部に被控訴人車の右前部が衝突した。
　　　　被控訴人車の速度が時速約１２０キロメートルであったことは次の事実に
よって裏付けられる。



　　　　すなわち，本件事故後作成された実況見分調書（以下「本件実況見分調
書」という。）によれば，控訴人が本件交差点内で対向車線を確認した地点からそ
の際の被控訴人車の地点までの距離は７０メートルであること，同地点から衝突地
点までの距離は９．５メートルであることが認められ，控訴人は，この距離を時速
１０ないし２０キロメートルで進行したから，仮に，この間の平均時速を１５キロ
メートルとすると衝突地点までに要した時間は２．２７秒となる。そうすると，被
控訴人車は，２．２７秒で７０メートルの距離を移動したことになるから，被控訴
人車の速度は，時速約１１１キロメートルとなる。
　　　　このように，本件事故は，制限速度内でかつ安全な速度て進行すべき義務
を怠り，かつ，事故を避けるためハンドルを右に切る義務があったのにこれを怠っ
た被控訴人の一方的過失により発生したものであるから，控訴人は本件事故の発生
につき責任を負わない。
　　（被控訴人の主張）
　　　　本件交差点内に進入した際の被控訴人車の速度が約１２０キロメートルで
あったことは否認する。被控訴人が控訴人車を発見したのは前方３４メートルの地
点であり，その後２８メートル進行して，発見時の地点から６メートル移動した控
訴人車と衝突しており，この間の控訴人車の時速を１０キロメートルとすると，被
控訴人車の速度は時速約４７キロメートルとなること，本件事故による控訴人車及
び被控訴人車の破損程度が軽微なこと等からすると，被控訴人車の速度は時速５０
ないし６０キロメートルである。
　　　　本件事故は，青信号で進行した直進車両（被控訴人車）と右折車両（控訴
人車）の双方の過失により発生したものであり，過失割合は被控訴人が３０パーセ
ント，控訴人が７０パーセントとするのが相当である。
　　(2)　本件事故による被控訴人の損害額はいくらか。　　　　　
　　（被控訴人の主張）
　　　　本件事故により，被控訴人車は破損し，その修理に３８万６８２６円を要
したので，過失相殺の割合を考慮して，このうち，２４万６７７８円を請求する。
　　　　被控訴人は，本件事故当時，被控訴人車の所有者である父Ｆから同車を使
用貸借しており，貸主である父に対し，善管注意義務違反による損害賠償義務を負
担しているから，上記額は被控訴人の損害となる。
　　（控訴人の認否）　　
　　　　被控訴人車の修理代は不知であり，同修理代が被控訴人の損害になるとの
主張は争う。
　　(3)　本件事故における控訴人の損害額はいくらか。
　　（控訴人の主張）
　　　①　治療費　　　　　　　　　　　　　　　　２２８万５５１５円
　　　　　控訴人は，平成７年３月１５日から平成１１年４月１９日までの間，Ｅ
病院において治療を受けた。この間の治療費は，平成８年１１月までが１０９万３
８２５円，それ以後症状固定日である平成１１年４月１９日までが１１９万１６９
０円である。
　　　　　なお，控訴人のＥ病院における主治医であったＧ（以下「Ｇ医師」とい
う。）は，原審の証人尋問（平成１０年４月１６日実施）において，控訴人の症状
固定時期につき，「平成８年５月１０日以後症状改善が少なくなっていたと考えら
れ，平成９年１月２４日が頚部痛の症状の変化がなくなった時期と考えられるか
ら，症状固定はこの間と考えられる。」旨供述するが，Ｇ医師は，この尋問の後で
ある平成１１年４月１９日付け診断書において，症状固定日を同日と診断している
ことからすると，控訴人の症状固定日が同日であることは明らかである。
　　　②　通院慰謝料　　　　　　　　　　　　　　２２０万円
　　　　　控訴人は，本件事故により，平成７年３月１５日から平成１１年４月１
９日までの４年１か月にわたりＥ病院等に通院して冶療を受けた。
　　　　　その精神的苦痛に対する慰謝料は２２０万円が相当である。
　　　③　通院費　　　　　　　　　　　　　　　　　３４万０９２０円
　　　　　Ｅ病院に通院するための交通費（バス代）は１８０円であり，実通院日
数は９４７日であるから，通院費は３４万０９２０円（＝１８０円×２×９４７）
となる。
　　　④　休業損害　　　　　　　　　　　　　　　７５９万６１９２円
　　　　　控訴人は，本件事故前株式会社Ｈに勤務して月額１５万８２５４円の収
入を得ていたが，本件事故により退職を余儀なくされ，その後就業していない。し



たがって，本件事故日から症状固定日である平成１１年４月１９日までの４年間
（４８か月）分の休業損害は，７５９万６１９２円（＝１５万８２５４円×４８）
となる。
　　　⑤　後遺症による逸失利益　　　　　　　　３０３４万７５９３円
　　　　　控訴人は，精神科医であるＩ病院のＪ医師（以下「Ｊ医師」という。）
の診断によっても明らかなとおり，本件事故により心的外傷後ストレス障害（以下
「ＰＴＳＤ」という。）を負い，外に出る気力も他人と接触する気力も失せてしま
っている。この後遺症状は，後遺障害等級９級１０号に該当し，労働能力喪失率は
３５パーセントである。したがって，逸失利益は，３０３４万７５９３円（＝５２
９万５４００円（賃金センサス平成９年度産業男子労働者学歴計３０ないし３４歳
年収）×１６．３７４１（３５年のライプニッツ係数）×０．３５（労働能力喪失
率）。円未満切り捨て）となる。   
　　　⑥　後遺障害慰謝料　　　６４０万円
　　　　　⑤の後遺症による精神的苦痛に対する慰謝料は６４０万円が相当であ
る。
　　　⑦　弁護士費用          ４００万円
　　　　　控訴人は，本件訴訟の提起，追行を訴訟代理人に依頼した。本件事故と
相当因果関係のある弁護士費用は４００万円である。　　　　　　
　　　　①ないし⑦の合計額５３１７万０２２０円から既に支払を受けた３５６万
９４０５円を控除した残額である４９６０万０８１５円が控訴人の損害となる。
　　（被控訴人の認否）
　　　①　控訴人の主張①ないし③について
　　　　　同①ないし③の主張は争う。
　　　　　控訴人の治療内容は，平成７年１０月ころからさしたる変更もなく，治
療効果も認められないのであるから，控訴人の症状は遅くても平成８年９月ころに
は固定したと判断すべきである。したがって，それ以降の冶療費，交通費，通院慰
謝料につき被控訴人に支払義務はない。
　　　②　控訴人の主張④について
　　　　　控訴人が株式会社Ｈを退職したことは認めるが，本件事故と退職との間
には相当因果関係がなく，また，症状固定日は①のとおりであるから，控訴人主張
の日まで休業損害が生じたとの主張は争う。
　　　③　控訴人の主張⑤，⑥について
　　　　　控訴人が本件事故によりＰＴＳＤの後遺障害を負ったことは否認する。
控訴人の後遺障害は１４級であり，その残存期間は２年程度である。
　　　④　控訴人の主張⑦は争う。
第３　証拠
　　　原審及び当審各記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
第４　争点に対する判断
　１　争点(1)について
　　(1)　被控訴人車の速度につき判断する。
　　　①ア　控訴人は，被控訴人車の速度が時速約１２０キロメートルであった旨
主張し，その根拠として，(ｱ)甲１（実況見分調書）によれば，控訴人が本件交差点
内で対向車線を確認した地点からその際に被控訴人車が存在した地点までの距離は
７０メートルであり，同地点から衝突地点までの距離は９．５メートルであるこ
と，(ｲ)控訴人は，この距離を時速１０ないし２０キロメートルで進行したから，仮
に，この間の平均時速を１５キロメートルとすると衝突地点までに要した時間は
２．２７秒となること，(ｳ)そうすると，被控訴人車は，２．２７秒で７０メートル
の距離を移動したことになるから，その速度は，時速約１１１キロメートルとなる
ことを挙げる。
　　　　イ　本件実況見分調書（甲１）には，控訴人の指示説明として(ｱ)の記載が
ある。しかし，控訴人は，原審における本人尋問において，一旦停止後発進した後
の控訴人車の速度は時速１０キロメートルである旨供述しており，甲１によると，
被控訴人車が上記確認された地点から衝突地点までの距離は６１メートルであるこ
とが認められる。この事実からすると，控訴人車が衝突地点まで９．５メートルを
進行するために要する時間は，停止状態から発進加速して（市街地交通の通常の加
速度とされる０．２Ｇとする。）時速１０キロメートルに到達するまでに要する時
間が１．４秒，そのための距離が約２メートルであり，残り７．５メートルを時速



１０キロメートルで進行するのに要する時間が２．７秒であることから合計４．１
秒となり，この４．１秒の間に６１メートルの距離を進行した被控訴人車の速度は
時速約５３．６キロメートルとなる。従って控訴人本人の指示説明や供述を前提と
しても，控訴人のアの主張は採用できない。
　　　②ア　被控訴人は，被控訴人車の速度が５０ないし６０キロメートルであっ
た旨主張し，その根拠として，(ｱ)被控訴人が控訴人車を発見したのは前方３４メー
トルの地点であり，その後２８メートル進行して，同地点から６メートル移動した
控訴人車と衝突しており，この間の控訴人車の時速を１０キロメートルとすると，
被控訴人車の速度は時速約４７キロメートルとなること，(ｲ)本件事故による控訴人
車及び被控訴人車の破損程度が軽微なことを挙げる。
　　　　イ　本件実況見分調書（甲１）には，被控訴人の指示説明として(ｱ)の記載
があり，控訴人が発進後の速度を時速１０キロメートルと供述していることは①イ
のとおりであることからすると，被控訴人車の速度は４６．６キロメートル（＝１
０×２８÷６。速度比による。）となる。また，甲４の１，２，甲５によれば，本
件事故により，被控訴人車は右ヘッドランプ及びフロントグリルが損傷し，ボンネ
ットが少し浮き上がった程度であり，控訴人車も，左側面前部のフェンダー部分が
つぶれ，バンパーが歪み，ボンネットが曲がっただけであることが認められる。
　　　③　①，②のとおり，実況見分調書に記載された控訴人，被控訴人双方の相
手車の位置に関する指示説明を前提に計算しても，被控訴人車の速度は，時速約５
０キロメートル前後であったことになる。この結果は，衝突による破損が②イの程
度にとどまり，被控訴人が，被控訴人車の修理代金として３８万６８２６円を要し
たとしか主張していないこと，本件直後，控訴人車に先行していたパトカーが戻っ
て来て事故処理に当たったが，控訴人被控訴人双方とも目に見える外傷は負ってお
らず，当日は物損事故として処理されたこと（原審被控訴人本人尋問の結果）から
も支持される。
　　(2)　(1)で認定した被控訴人車の速度と甲１，控訴人，被控訴人各本人尋問の
結果（原審）を総合すれば，本件事故の態様につき次の事実が認められる。
　　　①　控訴人は，本件交差点手前で，赤信号のため，パトカー及び軽４車両の
後に停車し，これら２台の車両が，信号が青に変わったため本件交差点を右折した
のに引き続き，右折するため本件交差点内に入り一旦停止し，被控訴人車を確認し
た後，右折を開始した。
　　　②　被控訴人は，交差点に接近中に信号待ちのため停車していたパトカーを
含む２台の車両が青信号に従って右折したのを確認した後，控訴人車が一旦停止し
たのを見て，被控訴人車が通り過ぎるまで停止してくれるであろうと考え，直進を
続けたが，本件交差点に進入した直後に控訴人車が右折を開始するのを見て危険を
感じ，あわててハンドルを左に切り，ブレーキをかけたが間に合わず，被控訴人車
の右前部と控訴人車の左側面前方が衝突した。
　　(3)　(2)で認定した事実によれば，本件事故は，控訴人が，運転者の基本的注
意義務である道路交通法３７条（車両等は，交差点で右折する場合において，当該
交差点において直進し，又は左折しようとする車両等があるときは，当該車両の進
行妨害をしてはないらない。）が規定する義務に違反し，被控訴人車が直進してく
るのを認めながら，被控訴人車が接近した時点で右折を開始した過失（なお，控訴
人は，本人尋問において，一旦停止して対向車線を確認したが被控訴人車は見えな
かった旨供述するが，甲１に照らして信用できない。）と被控訴人が，本件交差点
を通過するに際し，右折のため停止している控訴人車を認めながら，同車の動静を
注視することなく，前記速度で進行した過失とが競合して発生したものであり，そ
の過失割合は，控訴人が７０パーセント，被控訴人が３０パーセントと認めるのが
相当である。
　２　争点(2)について
　　　甲８の８ないし１８，甲１０の１ないし６，被控訴人本人尋問の結果（原
審）によれば，本件事故による被控訴人車の損害額（修理代）は，２９万４０００
円であったことが認められる。これに前記の控訴人の過失割合７０パーセントを乗
じると，控訴人の賠償すべき額は２０万５８００円となる。
　　　なお，被控訴人車の所有者は被控訴人の父親であることが認められるが，上
記各証拠によれば，被控訴人は被控訴人車の使用者として所有者である父親に修理
代を弁償すべき地位にあり，現に修理代は被控訴人自身が支払ったことが認められ
るから，同修理代相当額は被控訴人本人の損害というべきである。
　３　争点(3)について



　　(1)　控訴人の症状固定時期について
　　　①　甲６，７，８の１ないし７，乙１２，２５，証人Ｇ医師の証言（原審）
及び原審における調査嘱託の結果（平成１０年９月１４日被控訴人申出）によれ
ば，次の事実が認められる。
　　　　ア　控訴人の症状の推移
　　　　　(ｱ)　控訴人は，本件事故の１１日後である平成７年３月１５日になって
Ｅ病院で受診した。初診時の自覚症状は，首筋の後ろの痛み，嘔吐，頚部が堅く十
分曲げ伸ばしができないというものであった。他覚的所見としては，頚椎の棘突起
部分の圧痛，首筋の筋肉の両側の圧痛があったが，上下肢には症状はなく，腱反射
には異常がなく，知覚検査と上下肢の運動検査にも異常がなく，握力は右５０キロ
グラム，左４５キログラムで，手指の細かい動きに異常はなく，頚椎のレントゲン
検査の結果も異常がなかった。
　　　　　(ｲ)　平成７年秋ころの症状は，自覚症状として，頭痛，項部痛を持続的
に訴え，時々右肘及び右膝痛を訴えるというものであり，平成７年３月終わりころ
から訴えていた右手のしびれ感は軽快した。このころから，控訴人は自転車でも通
院するようになった。
　　　　　(ｳ)　平成８年春ころの症状は，自覚症状として，頭部，項部痛を持続的
に訴えるというものであり，他覚的所見としては，首筋の筋肉の圧痛は残っている
が，頚椎の症状は軽快した。
　　　　　(ｴ)　平成８年秋ころの症状は，自覚症状として，頭痛，項部痛，上背部
痛であり，不眠の日があることを訴えていた。
　　　　　(ｵ)　平成９年春ころの症状は，自覚症状として，頭痛，項部痛を持続的
に訴え，時々両股関節部痛を訴えるというものであり，同年秋ころの症状は，自覚
症状として頭痛，上背部痛であり，平成１０年春ころの症状は，自覚症状として，
頭痛，右肘痛，不眠（１週間のうち３ないし４日）であった。
　　　　イ　Ｅ病院の治療，検査
　　　　　(ｱ)　初診時の投薬は筋肉の緊張を和らげる薬，鎮静剤，湿布薬である。
　　　　　(ｲ)　平成７年３月２０日から同年６月１７日までは頚部にマイクロ波，
同月１９日から右膝と右肘にマイクロ波の投与が行われ，平成８年２月から平成９
年２月１４日までは，控訴人の求めに応じてこれに加えて頚椎の牽引を行った。そ
の後も，理学療法を続けた。
　　　　　(ｳ)　平成８年５月２９日，控訴人の症状が改善しないので，頚椎の椎間
板や脊髄を調べるため，ＭＲＩを行ったが，異常所見はなく，同日のレントゲン検
査の結果でも異常は見つからなかった。
　　　　ウ　控訴人の回顧による症状の変化　
　　　　　(ｱ)　控訴人は，平成１０年２月１３日，Ｇ医師に対し，自らの症状の推
移につき，次のように述べた。
　　　　　　<ア>　本件事故後６か月経過ころは，事故直後より症状が悪化した。
頭痛が主な症状であり，夜間不眠の日もあり，毎日，鎮痛剤が必要であった。
　　　　　　<イ>　本件事故後１年経過ころは，項部痛がやや軽快した。気候が暖
かくなったのも一因かもしれない。
　　　　　　<ウ>　本件事故後１年６か月経過ころから症状に変化はなくなった。
　　　　　(ｲ)　また，控訴人は，平成１０年３月１３日には，Ｇ医師に対し，「こ
の１年間の治療で特に良くなった点はない。」旨を述べた。　
　　　　エ　Ｇ医師の症状固定に関する意見
　　　　　(ｱ)　原審における証人尋問
　　　　　　　平成８年５月１０日以降症状改善が少なくなったと考えられるこ
と，平成９年１月２４日が項部痛の症状の変化がなくなった時期と考えられること
から，この間に症状が固定したと考えられる。
　　　　　(ｲ)　調査嘱託の結果（平成１０年９月１４日被控訴人申出）
　　　　　　　控訴人の主な症状は，頭痛，項部痛（上背部痛）であると判断する
が，これらの疼痛は，他覚的所見ではとらえ難く，控訴人自身からの訴えでその程
度を判断することになる。そして，①ウ(ｱ)<ウ>のとおり控訴人自身が本件事故後１
年６か月以降は症状に大きな変化はなくなったと述べていることから，平成８年９
月ころが症状固定の時期ではないかと推察する。
　　　　　(ｳ)　乙１２（Ｇ医師作成の平成１１年４月１９日作成の後遺障害診断
書）
　　　　　　<ア>(あ)　自覚症状としては，頭痛（鈍器で打たれたような頭痛），



項部痛，右上肢痛，頭痛の強いときは，めまい，嘔吐出現，テレビは１時間から１
時間３０分で頭痛などのために見ていられなくなる。
　　　　　　　　(い)　他覚所見としては，右前腕より末梢にしびれ感あり。反射
及び筋力は正常（握力右４２㎏，左４８㎏）
　　　　　　　　(う)　症状固定日　平成１１年４月１９日
　　　　　　<イ>　上記後遺障害診断書作成の事情
　　　　　　　　(あ)　控訴人及び同人の父は，平成１１年４月８日，Ｇ医師に裁
判所に提出するための後遺障害診断書の作成を依頼した。Ｇ医師は，外来診療録か
らの推察では，平成８年秋ころを症状固定の時期と考えたが，控訴人が同意できる
時期ということで，一旦，症状固定日を平成１０年６月１１日とする後遺障害診断
書を作成し，同日は，控訴人の父もこれを納得した。
　　　　　　　　(い)　控訴人の父は，平成１１年４月９日，Ｇ医師に，<ア>で作
成した後遺障害診断書に対し異議を申し立て，強引にＧ医師に対し，症状固定日を
平成１１年４月１２日にするよう迫った。Ｇ医師は，やむを得ず，これに応ずるこ
とにしたが，控訴人の父に対し，症状固定日は同日とするが，これは控訴人の父が
納得できる症状固定日であって裁判所がこの日付をどう判断するかは不明である旨
を述べた。
　　　　　　　　(う)　控訴人の父は，平成１１年４月１２日に来院せず，同月１
４日，同月１９日に控訴人が通院するので，その日を症状固定日とするよう申し入
れ，Ｇ医師はこれに応じ，同日，<ア>で作成した後遺障害診断書の症状固定日欄を
「平成１０年６月１１日」から「平成１１年４月１９日」に，他覚所見欄を，「正
常」から「右前腕より末梢にしびれ感あり。」にそれぞれ変更し，平成１１年４月
１９日作成の後遺障害診断書を作成した。
　　　②　①で認定した控訴人の症状の推移，Ｅ病院での治療経過，控訴人の症状
の回顧及びＧ医師の意見によれば，控訴人の症状固定時期は，平成８年９月末であ
ったと認めるのが相当である。
　　　　　控訴人は，Ｇ医師作成の後遺障害診断書（乙１２）を根拠として，症状
固定日を平成１１年４月１９日と主張するが，同診断書が作成された経緯は①エ(ｳ)
<イ>で認定したとおりであり，同診断書に記載された症状固定日は控訴人及び同人
の父の納得のために記載されたもので，それがＧ医師が考察する症状固定日と異な
ることは明らかであるから，控訴人の上記主張は採用できない。
　　(2)　控訴人の後遺症の内容について
　　　①　前記(1)①で認定した控訴人の自覚症状及び他覚所見によれば，控訴人の
症状は頸椎捻挫にともなう頭痛，項部痛等の神経症状であり，その障害の程度は後
遺障害等級１４級１０号の局部に神経症状を残すものに該当するものというべきで
あり，また，上記認定の症状経過からすると，その残存期間も症状固定日から１０
年を超えるものではないというべきである。
　　　②　控訴人は，控訴人が本件事故の後遺症としてＰＴＳＤの状態になったと
主張し，乙２３（Ｊ医師作成の平成１３年２月１３日付け診断書），２４（同医師
作成の平成１３年４月２７日付け診断書）には，控訴人の症状がＰＴＳＤである旨
の記載がある。
　　　　そこで，この点につき検討する。
　　　　ア　Ｊ医師の診断根拠
　　　　　　甲２０，乙２２，２９，３０，証人Ｊ医師の証言（当審）によれば，
次の事実が認められる。
　　　　　(ｱ)　Ｊ医師は，精神科医であり，Ｉ病院において，平成１２年１２月２
２日から，控訴人を診察している。
　　　　　(ｲ)　ＰＴＳＤの診断基準としては，アメリカ精神医学界が作成した診断
基準であるＤＳＭ－Ⅳと国際保険機構が作成したＩＣＤ－１０がある。
　　　　　(ｳ)　Ｊ医師は，控訴人の症状の訴えと同人からの本件事故の態様につい
ての聴き取りに基づき，ＤＳＭ－Ⅳの基準を用いて，控訴人の症状をＰＴＳＤと診
断した。その際に，同症状が，本件事故後，相当期間を経過して発現したことにつ
いては，控訴人が本件事故後，半年程度経過したころから，車に轢かれる夢を見る
ようになったり，何をしてもおもしろくないような状態に陥っていると言っている
ことから，実際にはこれ以前からその症状が現われていることもあり得るので，診
断が遅いことはＰＴＳＤを否定する理由にはならない（なおＪ医師は，当審におけ
る証人尋問においては，「ＤＳＭ－Ⅳの基準では，症状は原因となる出来事の数か
月とか数年後に発現してもおかしくないと付記されている。」旨証言する。）と判



断し，また，本件事故が同基準にいう「実際にまたは危うく死ぬないし重傷を負う
ような，あるいは自分または他人の身体的保全がおびやかされるような，一つまた
は複数の出来事をその人が体験したり，目撃したり，直面した。患者の反応は，強
い恐怖，無力感と戦慄を伴った。」との要件に該当するか否かについては，控訴人
から聞いた事故態様からすると本件事故がこれに該当すると判断した
。
　　　　イ　しかし，アを考慮しても，次の理由で，控訴人の症状がＰＴＳＤとは
認められない。
　　　　　(ｱ)　乙３０，証人Ｊ医師の証言（当審）によれば，Ｊ医師は，控訴人の
症状がＰＴＳＤであると判断している一方で，<ア>控訴人から聴き取りした本件事
故の態様によっても，ＩＣＤ－１０の基準の一つである「患者は，例外的に脅威的
なあるいは破滅的な性質をもったストレスの多い出来事あるいは情況（短期間ある
いは長期間持続するもの）にさらされたに違いない，そして，そのような出来事や
情況はほとんど誰にでもつきまとうような抑うつ状態を引き起こす可能性があ
る。」との要件に該当するとは考え難いので，その場合には，控訴人の症状は，個
人の脆弱性による適応障害ではないかと考えており，また，<イ>　控訴人につき，
「控訴人は，本件事故前においても社会的適応レベル（社会的，対人的）はかなり
低く，回避的あるいは依存性人格障害といった診断があてはまるかもしれず，本件
事故前における脆弱性はかなり強い。」，「裁判を起こしていることも病気の経過
に少なからぬ影響を与えている。」，「就労意欲は全く欠如している。精神症状に
よるものだけではなく，疾病利得的な要素もあるのではないか。」等と述べ，控訴
人が，父以外の友人とか親戚とも交流がなく，周囲の人から疎遠となって
いたり，感情の抑揚がなく，仕事のこと等将来について全く考えることができない
等の症状が，ＰＴＳＤであることとは矛盾する診断を下していることが認められ
る。
　　　　　(ｲ)　また，前記１で認定した本件事故の態様と同３(1)①で認定した控
訴人の治療経過と症状によれば，本件事故が「実際にまたは危うく死ぬないし重傷
を負うような，あるいは自分または他人の身体的保全がおびやかされるような，一
つまたは複数の出来事をその人が体験したり，目撃したり，直面した。患者の反応
は，強い恐怖，無力感と戦慄を伴った。」ものとは認め難いから，この点に関する
ＤＳＭ－Ⅳの基準を満たすとはいえない。
　　　　　(ｳ)　甲２０，乙２２によれば，ＤＳＭ－Ⅳの基準によれば，ＰＴＳＤの
症状は，原因となる出来事から半年以内に発現し，その後に発現した場合には，そ
の症状を特定しなければならないとされていることが認められる。ところが，控訴
人の症状の推移は，３(1)①アで認定したとおりであり，本件事故後半年経過前から
ＰＴＳＤの症状が発現していたとは認められない。
　　　　　(ｴ)　乙１４によれば，ＫクリニックのＫ医師は，平成１０年１２月２日
付け診断書において，控訴人の診断名を「賠償神経症の疑い」とし，「精神機能に
重大な障害は認められない。」旨を記載していることが認められる。
　　　　　したがって，控訴人の同人の後遺症がＰＴＳＤである旨の主張は理由が
ない。
　　(3)　控訴人の損害について
　　　①　治療費　　　　　　　　　９８万６３９０円
　　　　　乙１，２によれば，控訴人の初診から平成８年９月末までの実通院日数
は３９９日であり，その治療費合計は９８万６３９０円（＝４万４５３０円＋４万
７３１０円＋４万６０３５円＋５万２００５円＋５万１５４０円＋４万８９９０円
＋４万８９９０円＋５万７５８５円＋４万８１５０円＋４万６４４０円＋４万７７
１５円＋４万８９１０円＋５万９１６０円＋４万５９９０円＋９万３３９０円＋５
万１９３０円＋５万２８６０円＋５万２２３０円＋４万２６３０円）であると認め
られる。
　　　②　通院費　　　　　　　　　２０万円
　　　　　控訴人本人尋問の結果（原審）によれば，控訴人は，自宅からＥ病院ま
でのバスの便はないこと，本件事故後，３，４か月位は，タクシーで通院し，その
代金は２０万円であったこと，後は自転車で通院し，その後はリハビリテーション
を兼ねて徒歩で通院したこと（なお，控訴人は，平成１２年３月１３日の尋問の時
点でタクシーで通院している旨供述しているが，これがいつからのことであるかを
認めるに足る証拠はない。）が認められるから，控訴人の通院費は２０万円と認め
るのが相当である。



　　　③　体業損害　　　　　　　３００万６８２６円
　　　　　乙３，４，控訴人本人尋問の結果（原審）によれば，控訴人は本件事故
前警備員として平均月額１５万８２５４円の収入を得ていたこと，勤務していた会
社の倒産により平成７年３月分の日割給与も支給されていないことが認められるか
ら，控訴人の休業損害は，３００万６８２６円（＝１５万８２５４円×１９か月）
となる。
　　　④　逸失利益　　　　　　　　７３万３１９３円
　　　　　控訴人の平均月額収入が１５万８２５４円であり，前記(2)の認定のとお
りの後遺障害等級からして労働能力喪失率は５パーセント，労働能力喪失期間は１
０年とするのが相当であるから，控訴人の逸失利益の現価は，７３万３１９３円
（＝１５万８２５４円×１２×０．０５×７．７２１７。円未満切り捨て。）とな
る。
　　　⑤　慰謝料　　　　　　　　２５０万円
　　　　ア　通院慰謝料
　　　　　　控訴人の症状固定日までの通院期間が３９９日であることからする
と，通院により被った精神的苦痛に対する慰謝料は１５０万円と認めるのが相当で
ある。
　　　　イ　後遺症慰謝料
　　　　　　前記認定の控訴人の後遺障害の程度，内容からすると，控訴人がこれ
により被った精神的苦痛に対する慰謝料は１００万円と認めるのが相当である。
　　　以上の合計は，７４２万６４０９円（＝９８万６３９０円＋２０万円＋３０
０万６８２６円＋７３万３１９３円＋２５０万円）となる。
　４　以上のとおり，控訴人の本件事故による損害額（弁護士費用を除く。）は合
計７４２万６４０９円であり，これに前記１で認定した被控訴人の過失割合３０パ
ーセントを乗じると，被控訴人の負担すべき損害額は２２２万７９２２円（＝７４
２万６４０９円×０．３。円未満切り捨て）となるが，これは本件事故に関して控
訴人が既にてん補を受けた額（３０６万９４０５円）を超えないから，被控訴人に
はもはや控訴人に対する損害賠償義務はないことになる（したがって，本件におい
て控訴人が支出した弁護士費用も相当因果関係を有する費用とは認められな
い。）。
第５　結論
　　　以上によれば，被控訴人の本訴請求のうち，控訴人に対し，２０万５８００
円及びこれに対する平成８年１０月２７日から支払済みまで年５分の割合による金
員の支払を求める部分並びに本件事故による損害賠償の支払債務を負担しないこと
の確認を求める部分は理由があるから認容し，その余は理由がないから棄却し，控
訴人の反訴請求は理由がないから棄却すべきである。
　　　よって，本訴の判断につきこれと異なる原判決を一部変更し，その余の控訴
は理由がないから棄却し，訴訟費用の負担につき，民訴法６７条２項，６１条，６
４条ただし書を適用して，主文のとおり判決する。

　　広島高等裁判所第３部　            
　　　　　裁判長裁判官　下　司　正　明
　　　　　　　　裁判官　野々上　友　之
　　　　　　　　裁判官  檜　皮　高　弘


